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ロシア農村共同体の土地割替慣行

一←ーその普及過程に関する一考察ー←ー

自‘"もず rJ~ 

I 

或 人

19世紀中葉以来ロシアの農村共同体が一般に注目されてきたのは， 何よりもその土地

割替慣行のためで、あった。しかしこの慣行が普及した時期の共詩体は，永い問実証的研究

の対象にならないできた。土地割替を示す史料はお世紀にさかのぼるが， その事例がふ

えてくるのは 17世紀後半とりわけ世紀末からである O そしてその後， 先ず貴族所領と教

会領〈修道院領と主教領)でほぼ 18世紀半ばまでに土地割替が一般的になり 1) これよ

りおくれて 18世紀末以誇に北ロシアなどの国有地でこれが普及しシベリアの国有地で

はさらにおくれてこれが 19世紀後半になる O

従って，土地割替漬行の成立を考える場合，先ず明らかにされなければならないのは，

17世紀末-18世紀半ばの貴族所領と教会領における農民の土地用益とそれに対する共同捧

の規制の実態である。ところが研究史をみてみるとペ 割替漬行発生期の共同体や共同体

による土地用益規制に関する実証的研究は，革命前，主に北ロシアやシベリアの国有地に

ついて行われ，それらをもとに，害5替積行の成立過重呈についても早くにいくつかの理論的

説明が現われた。そのうちとくに重要なのは，シベリアの共同体を主な研究対象としたカ

ウフマンのもので，そこでは，共同体員による岳岳な土地占取・用益が人口の増加・農耕

適地の不足にともなって，共同捧による土地用益規制にとって代られ，これがL、くつかの

段階を経て定期的な土地割替tこいたる， とされたぺ

革命誌の研究は 19世紀，とりわけ農民委革 (1861) 後の共同体における土地割審を主

にとりあげたが，革命後のソヴェト史学では，第二次大戦後，中世後期 (14-16世紀) の

1) CM. 0可epKHHCTOpHH CCCP. nepHO.ll.争eO.ll.aJIH3Ma.POCCH冗 BOBTOpo益可eTBepTHXVIII B.， 
M.， 1957， CTp. 61; rかくして共同捧的土地毘益は.18世紀前芋に，共同体が農民のあいだに定期
的に土地を再配分することで均等な性描をもっ，十分に発達Lた出来上った制震として現われた。j
〈江 H.B.lI.OBHHa， 3eMeJIbHh泥沼epe.lI.eJIbIB KpecTbHHcKO註 06~HHe B 20-50-e ro，胆 XVIII

BeKa (rro MaTepHaJIaM MOH3CTMpCKHX BOT可HH)，{日CTOpHHCCCP}. 1973， No. 4， CTp. 153). 
2)近年のロシア共詞体の研究史には， C. Goehrke， Die Theorien uber Entstehung und Entwicι 
lung des “Mir "， Wiesbaden， 1964.の他， M. B. Petrovich，“ The peasant in Nineteenth-Cen-
tury Historiography "，羽 S.Vucinich(Ed.)， The teasant in Nineteenth-Century Russia， 

Stanford， 1968， pp. 206-18; JI. H. BぇOBHH3，Borrpoc 0 rr予OHCXOiK.lI.eHHHKpecTbHHcKO詰06出H-
HbI B pyCCKO設えOpeBOJlぬl1.HOHHO益 HCTopuorpaqmu，{BecTHuK MOCKoBcKoro yHHBepc沼TeT3}，

Cepl担 IX，1973， No. 4などがあり， c. r. nyllIKapeB， KpecTb兎HCKa先日03eMeJIbHO・rrepeλeJIb-
H3兄 06mUHaB POCCHH， Newtonville， Mass.， 1976，CTp. 1-14; B. A. AJIeKCaH.lI.poB， CeJIbCKaH 
06mUHa B POCCUH (XVII一Hl'PIaJIOXIX B.)， M.， 1976， CTp. 3-41. も，それぞれに研究史を整理
している。

3) CM. 11. A.口OJITapaH双H，npo6JIeMa 06~HHM B Tpy瓦axA. A. Kay中MaHa，{KpecTh完HCKa兄
06Il1.UHa B CH6upH XVII-H3立aJIaXX B.}， HOBocu6upCK， 1977. 
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いわゆる「黒土J(のちの富有地)の農民の隷属の性格(封建的か否か〉 をめぐる論争の

なかで，郷 (BOJIOCTh) の共同体の問題が論ぜ、られて来た430

こうしたことで， 17-18世紀の， とりわけ聖俗領主の荘園の共同体とそれが農民の土地

用益において果した役割については，永い関本格的な研究が現われなかった。ただ，実証

的研究はあまち進まないままに， 地主領についても割替慣行成立のいわば理論は， 19世

紀中葉のチチェーリン吟以来何人かの研究者によって述べられてきた。そしてそのなかで

は， 20世紀はじめのパヴロフーシザヴァンスキーのそれとの， 亡命者プシユカリョフが

1939・41年に発表したもの7)がとくに重要であった。勿論この両者への注目には， 私自

身の一定の評価が加わっており，後段で、みるように，本編はとくにこの再者の示唆に負う

ところが大きいのである O しかしソヴェト史学では， 1973年にヴドヴィナが， r18世紀の

農村共同体における土地割替の問題も， ソヴェト文献では事実上研究されていな "...8)J，と

いっているように，これまで誌とんど研究が行われておらずの， 理論面でも実註面でもこ

の問題に対する学問的寄与は少なかった。

ところが，近年になってソ連では農村共同体の歴史に対する関心がにわかに高まり 10)

17-18世紀の聖俗の荘麗の土地割替に関しても，上掲のヴドヴィナ論文を皮切りに， 数編

の個別研究が発表されるにいたった。芸界ちヴドヴィナは 18世紀20-50年代の中央ロシア

の二つの修道院領について 11) アレクサンドロフはより広く 18世紀と 19世紀をはじめの

世俗〈貴族〉諸領について 12) それぞれ割替慣行の実際を拐かにし， 18世紀前半の西北

4)これについては， 石戸在重郎「中世ロシアの共詞体についての覚書j く『ロシア史研究jl，No. 27， 

1978)を参照されたい。

5)チチェーリンの共同体論は 0.可HtIepHH，OrrbITbI rro HCTOpHH pyccKoro rr予aBa(M.， 1858)所
収の“ 0630pHCTOpH司eCKoro予おBHT目先 CeJIbCKO註06mHHbIB POCCHH"と“ Eme0 CeJIbCKO員

。6mHHe"で長関された。
6) H. n， naBJIOB・CHJIbBaHCK班長， CO~IHHeHf既， III (争eO~aJIH3M B y~eJIbHO負 PYCH) ， cno.， 1910， 
Y.aCTb 1. OOmHHa H 60完pmHHa
7) C. r. nylllKapeB， npoHCXO)K~eHHe KpecTb兄HCKO註ロ03eMeJIbHO・rrepe，lJ.eJIbHO員06mHHbIB Poc-
CHH， <<3arrHcKH HayQHO・HCCJIe，lJ.OBaTeJIbCKOrO oO'be瓦百貨eHI硯>>， IX， No. 67， Praha， 1939; X， 

No. 77， Praha. 1941. (この論文は前掲(注2)のプシユカリョフの著書に，そのY.aCTH1-11と
して収められており，以下本編ではこの著書を利用する〕

8) BぇOBHHa，3eMeJIbHbIe rre予e，lJ.eJIbI…， CTp. 141. 
9)欝替市iに限らず，共河体の研究そのものがソヴェト史学では永年放置されて来た。これは，農民史・
農業史についてソヴェト史学が多くの訴究業績をあげてきたことからみて，奇異な惑乙を与えるが，
『発達1などにおけるレーニンの，共詞体の役割を捨象した方法の影響がそこには考えられるよう
に思う。

10)これについては， B. n.ダニーロフ Eロシアにおける共同枠と集司化jl，調茶の水書房， 1977年，
及び fロシア史研究jl，No. 27 (特集《ロシア・ソヴヱト史における共同体})， 1978.を参照。

11)ヴドヴイナは同年中にもう一編 (JI.H. B~oBHHa， KpecTbHHcKHe可eJI06HTHI:逗e KaK HCTO'lHHK 
rro HCTOpHH 3eMeJIbHbIX OTHOlIIeHH負 BMOHacTbIpcKO負 BOT可HHerrepBo長rrOJIOBHHbIXVIII B.， 
<<npo6JIeMbI HCTOpHH CCCP， Mry，民CTOpHtIeCKHHttaKyJIbTeT， M.， 1973>>)，さらに歪年学位
論文の要約〈λ.H. B，lJ.OBHHa， n03eMeJIbHbIe OTHOlIIeHH克 HKpecTb兄HCKa兎 06mHHaB MOHaCTbI-
pCKHX BOTtIHHaX rrepBo員 rrOJIOBHHbIXVIII BeKa， aBTope争.Kalまえ・，lJ.HCC叶 M.，1974)を発表し
ているが，ともに筆者末見である。

12) B. A. AJIeKCaH，lJ.poB， 3eMeJIbHO・rrepe，lJ.eJIbl王国語 THIICeJIbCKO員06mHHbIB rr03，lJ.郎幹O，lJ.aJI岡崎
POCCHH (XVIII-HatIaJIo XIX B.)， <<BorrpocbI HCTOPHH)>， 1975， No. 10. この論文は他の現発表の
共同件関係の論文と共に， B. A. AJIeKCal沼pOB，CeJIbCKa兄 06mHHaB pOCCHH (XVII-Ha1祖 JIO
XIX B.)， M叶 1976. にまとめられた。この著書については鈴木建夫氏の書評論文 fロジアの農奴
舗と共同体一一アレグサソドロフの研究を中心に一一」 σロシア史研究jl，No. 27)がある。
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ロシア農村共同体の土地蔀替慣行

ロシアのー修道院領を素材にしたシャバノヴァの論文1めと， 17世紀末-18世紀はじめの北

ロシア〈ただし，中央ロシアに接続するヴォログダ地方)の教会所領を対象にしたパクラ

ノヴァの著書14)も，土地割替J慣行に論及している O この他，特殊研究ではないが，シャピ

ロもその論文15)で，地主領における割替の発生・発展の問題に関説している。

これらの研究によって 17-18重紀の荘園における土地用益・割替横行の具体的内容は，

そこにおける共同体の役蔀と共に，かなりの程度明らかになったO 以下にみるように，本

編も素材的にはこれらの研究に負うところが多し、。また， rその〈製替の〉発生の諸原因
の究明は本研究の課題の枠をこえるj としているアレクサンドロフ 16)も含め， これらの

研究者がそれぞれなんらかの形で割替慣行成立の諸原因を論じていることも，われわれに

示唆するところが少くなL、。しかしその場合あげられている，割替以前から共同体のもっ

ていた土地管理権，農村の土地関係に対する封建国家と封建領主の関与，経営及び農業技

術上の問題(とりわけ三国制)， それから人口増加による農用地予備の枯渇(土地不足〉

といった点は，それぞれには納得できるものであっても，それら要因の全体としての関連

は必ずしもはっきりしていない。その上，土地割替の慣行が何故比較的短かい期間一一ほ

ぽ 17世紀末から 18世紀半ばまでーーに貴族所領と教会領で普及し一般化したのか，とい

う最も肝心な点に，近年の諸研究も明確な解答は出していなし、。そこで私は以下この問題

について若干の考察を試み，併せて一つの復説を提示してみたし、17)。

11 

土地割替境行の成立については，最初にこの問題を考えたチチェ-!)ンが， ピョートノレ

一世による人頭税 (rro江yllIHa沼 110瓦aTb) の導入 (1724) と結びつけて，これを説明した。

r1)税は倍人から徴集されたので，各人がその義務を負うことのできる一定の地芳を受

けとるべきことは当然であり，その上，税額がすべてのものに平等であったから地片も平

等であるべきであった。 2)共同体のなかで人口がふえると， 移動が不可能だったので，

不可避的に不平等ができあがらざるをえなかった。従って，最初の正常な状態を回復する

には，土地の割替が必要であった。これを実施することは容易であった。土地誌国家か私

人に属し，農誌は国家の利益のために土地に緊縛されている一時的な持主にすぎなかった

からである。J18)

農民の土地保有権に関するチチェージンの考えは， その「国家学派J19)的思考にわざわ

13) A. M. llla6aHoBa， 4acTHoB.腿ぇeJIbQeCKa兄 KpeCTb兄HCKa兄 06II.UIHaCeBepo-3arraぇaB 1-長沼OJIO・
BlIHe XVIII B. (rro MaTepUaJIaM apXHBa AJleKCaH，llpO・CBHpCKoroMOHacTblp克)， <<豆)I{erO，llHHK

rro arpapHo長HCTOPHH>)， BbmycK VI (Dpo6JleMbI HCTOpHH pyCCKO員06mHHbI)， BOJlor，lla， 1976. 

14) E. H. EaKJlaHOBa， KpecTbHHcKU益江BOpH 06I..l.¥HHa Ha pyccKOM CeBepe (KoHeu. XVII-Ha可aJIO
XVIII B.)， M.， 1976. 

15) A. JI. lllarrHpo. np06JleMbI reHeCHca H xapaKTepa pyCCKO員06mHHbI B CBeTe HOBblX H3bI・
CKaH班員 COBeTCKHXHCTOpHKOB， <<豆)I{erO，llH沼Krro arpapHo員 HCTOpHHあ BbIrrycKVI. 

16) AJIeKCaH，llpoB， CeJlbCKa兄 o6m悶 aB POCCHH， CTp. 182. 
17) 本編は，邦語文献では，土肥極之 fく領地管理令〉訴究への -tJI.角」く『人文研究~， No. 55， 1978年〉
に教えられるところが大きかった。

18) 4HQepHH， YKa3. CO立， CTp. 44. 
19) r国家学派」についてはさしあたり，拙稿「ベー・エヌ・ミリュコープとく国家学派)Jく『スラヴ研

究~， No. 12， 1968)を参照されたい。
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いされて，あまりに単純にすぎた。しかしそればかりでなく，チチェーリン当時にはほと

んど知られていなかった人頭税実施以前における土地割替の存在を示す史料がその後次々

に発見されていった。そして最近の例でもバクラノヴァがその著書で， 1"これらの荘麗の

農民たちは 17世紀末-18世紀はじめに担税保有地 THrJIaH Ha~eJI担割 3eMJIH の均等割替

を行っていた。……割替には負担割当の見直しと均等化が伴ったJ20)，としている2130そこ

でチチェーリン説は早くに，そのままの形では維持し難くなり，これを修正するこつの考

えが現れた。その一つは， ピョートルによる人頭税の導入に先立ち， 1679年に国家の課

税対象が耕地から農家世帯(瓦BOp) に代ったことに着百し この地程から戸数割への移

行，即ち各世苦同額の世帯税(ロ0瓦BO戸a完工O瓦aTh) の導入が， 書G替噴行普及の原因にな

ったとするものであるO そして現在の研究者ではヴドヴィナがこの契機を重視する立場に

立っている22L

「世帯単位の課税方式への移行が恐らく，土地割替の発展を促進したー要因であったc世

帯税の導入が農家の家族数の増加をもたらしたことは，ずっと以前から確認されている。

単一世帯への数世骨子の人為的集住は土地関係を複雑にした。世帯単位の課税は，極々の世

帯の経済力が等しくないため，共同体成員のあいだの税の均等な割当を淀進しなかった。

多分このことから，持分地を平等にする傾向が発展し始めたのである。」紛

土地割替の事例はとくに 17世紀末からふえるので， この考えはチチェーリン説の弱点

を補うものとして魅力的であるO しかしウスチュゴフが 1952年に紹介した史料では， 農

民たちは世帯税の実施後も引続き，租税を自分たちのあいだで耕地面積に応じて分担して

おり 24) t世帯税が土地割替を促進したとL叫、きることには問題がある。それから，世帯税

の導入が世帯の保有地の均等化を促したとする考えは，人頭税の実施後は，チチェーリン

のいうように， 人頭(瓦y辺 a) による土地割当， 従ってまた部替がひろまったことを想定

するものであるが， この点についてもチチェーザン説には以前から問題が指損されてき

た。そしてアレクサンドロフの新しい研究はこれを頬る野決に次のように述べている C

「法律によれば人頭税は男子一人一人に平等に配分されたが， 実際には， 村落内でのそ

の割当は各農家の負担能力に従った。かくして，各人からの税徴集という国の原鄭は，龍

力による，という別の京別によって代られた。J25)

チチェーリン説修正の第二の方向は， 16-17世紀の製替と 18-19世紀の部替を，とりわ

け均等割替であったか否かという点で質的・段階的に区別しようとするものであるO 例え

ばプシユカリョフは 1939年の論文2めで， 16-17世紀の割替の事例がなお均等割替でなか

20) 6aKJIaHOBa， YKa3. CO可.， CTp. 154. 
21)立la6aHoBa，YKa3. CT.， CTp. 63， 64も17世紀末に割替はひろまったとしている O ただ L.彼女は
これを f均等割替Jと試みておらず，この開題は後設で論及する。

22)ただし， r封建国家の財政策だけで土地割替の出現を説明jできるとは， ヴドヴ 4ナも考えてはい
なL、。くB瓦OBHHa，3eMeJIbHhle rrepe江eJIhl….CTp. 154). 

23) TaM Ae， CTp. 154‘ 

24) H. B. Y CTlOroB， K Borrpocy 0予aCKJIa)lKe110BHHHocTeH 110 )lBOpOBOMy tIHCJIH B KOHue XVII 
B.， <<AKa.ll.eMHKy O.且.rpeKoBy KO .lI.賢治 70 JIen主完>>. C60pHHK cTaTeH， M.， 1952， CTp. 221-31. 

25) AJIeKCaH.llpOB， CeJIbCKa兄 06rn;HHaB POCCflH:， CTp. 114. なお TaMAe， CTp. 216， 219. をも参
類。

26)これは 1976年の著書で，第一部 116-17世紀のモスクワ国家における農民的土地所有と土地毘益j
をなしている。注7を参照。
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ロシア畏村共詞体の土地割替慣行

ったことの説明に力を入れ，ゲーノレケは 16-17世紀のいくつかのタイプの観替の事例jを，

18世紀の割替境行に統合される「諸先行形態J (V orformen) とみなしている27)。そして

現在のソ連の学界では，シャピロがこの額向の見解を代表しているように思う。即ち一一

「村落共同棒内部の割替及び， 郷内部での村落共同捧相互の割替28)は， 16-17世紀には

厳密に均等的な性質はもっていなかった。これは農民の土地用益を後らの BhITh基準の負

担につり島わせる割替であった。われわれが 18-19世紀の諸史料で観察する村落共同体の

枠内での割苔の均等性は， 領主と菌家に対する諸義務の賦課が BhITh方式〈これは採有

地と世帯人数の完全なつりあいを予定しなかった)から叩rJIO方式〈この時は夫婦が割

当単位であった)と瓦y出a方式に移行したことと，ある程度関連があった。J29)

シャピロのこの主張は， 農民の諸義務の賦課単位の推移を論じた彼自身の 1962年の論

文3のをふまえているが， 土地割替の普及がこの賦課方式と関連があるというのは， 1939 

年31)以来の彼の持説でるるO そしてこの観点は，国税ばかりでなく，それも含めて冨家と

領主に対する農民諸義務全体ゎ割当単位・賦課方式を問題にしている点で，国税の賦課方

式の変遷にのみ着自する方法よりすぐれているように思われるO しかし 16-17世紀と 18-

19世紀の割替のあいだに， シャピロのいうように均等性の有無ということではっきり線

をひくことには，問題がある。伎は BhITh制の下では，国家と領主に対する語義務の割当

は農家の「家族数と暮しぶり (rrpO~TOqHOCTh)J によったと指掃している泌が， 18世紀

の叩rJIO舗の下でも， 切羽0数ばかりでなく，多くはこの「暮しぶり J， 農家の「力」

(CHJIO) も考書された。 これはとくに近年のアレクサンドロフの研究が男らかにしている

ところである 33)。そしてアレクサンドロフによれば， f最も多かったのは， 共同体のもっ

ている可能性の範西内で，各世帯が生産手設即ち土地を，その経営一経済状態に応じて保

障され，次いで、これにもとづいて諸義務の額が，通用している負担単位できめられる場合

であった。J34)従って 18世紀にも，厳格な意味での均等な土地割当， 従って割替は決して

一般的ではなかった。各世帯の T冗rJIO数あるいはJI.yllla数だけで保有地語讃がきまった

のではないのである O

ところで，このように 17世紀と 18世紀の土地割普賢行がその質的違いよりは，むしろ

連続性においてとらえられなければならないことになり 35) しかもこの間， 17世紀末か

27) Goehrke， op. cit.， S. 189. 
28)割替には， 複数の村落からなる荘菌ないし郷の共同体〈アレクサンドロフのいう 「複合共同体j
くCJlO)KHa兄 OOIll.HHa))が各村落に対Lて仔なう割替と， 村落内で各世帯に対して行われるそれと
があった。

29)立lamlpo，YKa3. CT.， CTp. 43. 
30) A. JI. lllaIIHpo， Oepexo，lJ， OT IIOBblTHO註KIIOBeHe可HO註CIICTeMeOOJIO)KeHll匁 KpeCTh先日 BJIa-
.QeJI日記CKIIMHIIOBHHHOCT兄MH，<<豆)KerO.QHIIKIIO arpapHo訪日CTOpHHBOCTOqHO負 EBpoIIhl1960 
r.)>， KlleB， 1962. 

31) A. J1. lllaIIllpo， KpecThSIHcKa兄 OOIll.HHaB KpyIIHblX BOT可磁器X IIepBo詮 IIOJIOBIIHhI XVIII B.， 
<<YqeHble 3aIIllCKll CapaToBcKoro yHllBepCllTeTa))， 1 (XIV)， 1939， CTp. 50-51. 

32)立laIIllpo，OpoOJleMbl reHeCHca H xapaKTepa…・， CTp. 43， IIpHM. 14. 
33) AJIeKCaHえpOB，CeJIhCKa冗 06Ill.HHaB POCCIIH， CTp. 207， 241.なお 3ぇOBIIHa，3eMeJIhHhIe IIepe-
，lJ，ephI.…， CTp. 142. によれii，村内の諒有地に空きができた時にも，その土地とそれにかかる諸
義務の「積み上げJ(Ha6aJIKa)をうけたのは， もっとも「家族数が多くて暮しむきのL斗、 (ceMh-
匁HllCThleII IIpo)KIITO可Hhle)~ 農民であった。

34) AJIeKcaH.QpoB， CeJIhCKa完 06Ill.IIHaB POCCIIH， CTp. 211. 
35) この点は，以下の論述でさらにはっきりする法ずである。
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ら産か半世紀あまりのあいだの急速な土地割替の普及が，政府による税制jの変更によって

も，また，農民が政府と領主に対して負った諸義務の賦課単位の変化によっても，十分納

得的には説明できないとすれば，われわれはこの問題をどのように考えたらよいのであろ

うか? 以上の検討との関連でいえば，怠は，この時期の税制の変更や諸義務賦課単位の

変化が何よりも農民に対する甚だしい収奪の強化を意味したこと，そして同時に，このよ

うな収奪強化を必要とする事情が政府にも領主張uにもあったことに注目したい。だから私
も，租税割当単位や諸義務賦課単位の変化を，割番慣行の普及・拡大と全く無関保とは考

えなし、。しかしこの両者はいわば無媒介に結びつくのではない。両者は農民に対する激し

い収奪と，それが招いた農民の諸義務・土地保有の回避というこの時期の大きな動きのな

かで関連性をもってくるのである O そしてこの点で私に非常に示唆的と思われるのは，革

命誌のパヴロフーシリヴァンスキーの次のような指摘である。

「あそこ (国有地の自由な共同体一一鳥山〉では， 割替の主な理由は土地不足であり，

主な呂的は，多くの土地をもっ者の犠牲で，土地過少に悩まされている者に土地を分♀す

ることである O ここ〈領主制下の共同体一一一鳥山〉では，通常土地不足は問題にならず，

しばしば大きな予備の土地がある。ここで人々を悩ましているのは，土地過少ではなくて

程税の重さで島り，割替の主な百的は，各人の諸税と労働力む間のできるだけ正確なつり

あいを実現することである。あそこでは貧民は土地を求めるO ここでは貧民は土地をまぬ

かれようとする。自分たちの力に余る土地にかかる負担の一部を自分からはずすために，

保有地の一部を自分からはずそうとするのであるoJ36)

私は，本編の最後で述べるように，国有地における割替舗の確立過程については，パヴ

ロフーシリヴァンスキーとやや違った考えをもっているO また貴族所領や教会領について

も，大きくみるならば，村落内の人口増による土地不足が欝替発生の前提であったと考え

る。とくに16世紀から17世紀にかけての村落の戸数増37)は，書i替発生のそもそもの大前

提で忘るS的。また土地不足は， 19-20世紀の共同体における説替慣行存続の前提でもあっ

た。 しかし一般に， 人口増加・土地不足をただちに割替漬行の開題と結びつけることに

は， 方法的に問題があり紛， とりわけ 17世紀末以降の領主部下の共同体での割替雲行の

普及についてはそうである。割替が先ず普及し始めた 17世紀末から 18世紀にかけての貴

族所領と教会領でとくに深刻な問題になったのは，農地の不足というよりは，むしろその

36)口aBJIOB-CHJIbBaHCK班員， YKa3. CO可.，立1，CTp. 136. 
37) CM. A. H. Caxa予OB，PyccKa兄)J.epeBH兄 XVIIB.， M.， 1866， CTp. 205 H CJI. 
38) I単世帯村落が支毘的主時には，畠地の割替は事実上不可能であった。それ故 16世紀までそのよ
うな言語替に関する記事が全くないのも，偶然、とみなさるべきではない。森林地帯内の単世帯ないし

2世帯村落が多世帯村落に席をゆずり， 郷共同体内Iこ村落共同体が発生するようになった詩はじめ

て，……割替の権科はこの村落共詞体の成員にもひろがり始めた。史料でそのような部替が最初に

語られるのは， 16世紀の最後の数十年のことである。」く江laIIHpo，npo6JIeMbI reHeCHca H xapaK-

Tepa…， CTp. 42-43) ただしこの多世帯村落の形成が， 人口増によるのか， 集村イとによるのか

は，なお明らかにされていないように患う。 Cf.R. E. F. Smith Peasant Farming in Muscovy， 
Cambridge， 1977; C. Goehrke， Die Wustungen in der Moskauer Rus七 Studienzur Sied-
lu匁gs-，Bevδlkerungs-und Sozialgeschichte， Wiesbaden， 1968. 

39)これは，土地部替が，ロシア帝国でも大ロシア人の居住地・植民地以外くウラライナなど〉にはひ

ろまらなかったことからも明らかで為る。
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過剰(領主にとっても共同体にとっても，諸義務の，従ってまた保有地の引きうけ手を確

保し，あるいは見つけることの困難)4のであり，この状況は部分的には 18世紀後半まで続

いたように， 私には思われる。そしてこの点の重要性を示唆しているのが，パヴロフーシ

リヴァンスキーの指摘である。

しかし，これまでの研究者の多くは 恐らくは 19-20世紀の割替の実情と，もう一つは

資料が豊富で研究も先行した国有地での割替慣行成立過程の実証と理論の影響をうけて，

17-18世紀の中央地帯の荘圏における土地割警の普及を考える場合にも， 土地不足を大前

提として来た。私はこの点に強い疑念をもち，極端にいうならば，これが研究史の上で一

つの盲点をなしてきたと考えるO しかしこの問題を全面的に展開することは現在の私の能

力を越える。本編では，一つの問題提起として， 以下バクラノヴァの著書の検討と， 17-

18世紀にみられたくCBaJIKa-HaBaJIKa)41)の考察を中心に， 私の考え=仮説をもう少し具体

的に述べるにとどめる。

111 

土地不足とL寸前提はすでにチチェーザンにみられる一方，抱方では現在のソ連の研究

者にも糸をひいているG 現在のソヴェト史学界で，近世の〈ソヴェト史学の用語では「封

建時代晩期」の〉共同体研究の第一人者は B.A.アレクサ γ ドロフであるが42) 彼は害1

替横行確立の理由を次のようにまとめている O

「共同体が土地割替形態をとったのは，努らかに， はじめは次のような圧力， 郎ち第一

に， ロシアの中央地帯で政治的かつ構造的に支配的な地{立を占めて，その権下の農村の経

済を一定の境界に閉じこんだ私領主的土地所有の圧力，そして第二に，本来的に経営上及

び農業技術上の諸原因の圧力，とりわけ，穀作に適した農畏の土地が地主によってますま

す狭められるとし、う条件の下で最も合理的な農耕方式たる三園舗の圧力，をうけてのこと

で島った。J43)

このようにアレクサンドロフは，耕地の狭詮化をあげながら，ここではこれを必ずしも

決定的要因とはしていない。そればかりか後は，この文章につけた注44)で，革命誌の研究

者のうち，人口増加や土地不足を一次的要因とした人々の所説をあげて批判している O し

かしこのアレクサンドロフも，具体的な分析になると，結局この土地不足に説明を求めて

おり， 19世紀以来の毘定観念、から説しきれていないように思われる4九例えば一一一

40)上掲土担論文は.pp. 89 f. その他で， 18世紀初戴の農民逃亡との関連で， この密難を具体的に描

き出 Lている。なかでも，領地管理令にみられる「送還された逃亡農畏に対する寛大な取扱い」の

規定は，働き手の不足を如実に示していると考えられる。

41)農民の諸義務と保有地の f積み下しJ(cBaJIKa) =削減と「襲み上げJ(HaBaJIKa) =追加。
42)彼の共同体研究全体に対する悲の評価については注77を参照、されたい。

43) AJIeKcaH，o:予OB.CeJIbCKa完 06uuma B Pocc混乱 CTp. 182 [ero JKe， 3eMeJIbHO・lIepe，o:eJIbHbI註
TU:II…， CTp. 53-54]. 

44) AJIeKCaH瓦poB.CeJIbCKaH 06uuma…. CTp. 182， npU:M. 3. 
45)アレクサンドロフはその著書のはじめの研究史の整理の茜請で.1ロシアのブルジョア学者のうちで

は.H. TI.パヴロフーシリヴアンスキーだけが共同体を社会発展の一段階とする理解に近づいたJ.
として (AJIeKCaH.lI，poB，CeJIbCKa匁 061I1HHa.…， CTp. 22-23)， その仕事を高く評錨しているが，
彼のこのパヴロフーシリヴアンスキ}評誼の視点は，悲のそれとずれている。
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「現実に行われた負担と土地割当の基礎をなしたのは， 部分的な再配分であり， 共同体

的土地用益の明白な型と認められるのはこれである紛。この型は，経済的利用に供し得る

農業用地(耕地と草刈場)の量が限られていたとしづ条件の下に発生したoJ47)

しかしこのアレクサンドロフの監修で出版されたパクラノヴァの研究になると，この点

はさらに直裁に表現されている O

「従って，住民の増加，開発された土地の不足， 発生した紛争， 境界設定の結果に対す

る農民たちの修正要求，そしてこうした条件の下で、の荘園管理人や村長老たちの背任行為

一一これらが緊張した状況をつくり，これからの出口たり得たのが，均等な土地割替であ

っ?こoJ48)

このようにバクヲノヴァの場合には，明らかに人口増加と土地不足が問題の出発点であ

る。しかし彼女の研究内容は，よく検討してみると，彼女のこの主張を裏づけるよりは，

しばしば裏切っているように思われる O 彼女はその著書のはじめの方で， 117世紀には，

土地をもつことは農民にとって，もはや権利ではなく， 義務であった紛J，といっている

が，この貴重な観点が，それ以下の具体的研究では生かされていないのである O 勿論，彼

女の研究にも方法冨と実証面でいくつかの積極的な寄与があり 50) その上これは今のとこ

ろ，われわれにとくに関心のある 17世紀の第4四半期と 18世紀の第 1西半期を対象とし

た唯一のモノグラフである5130 そこで以下しばらく，この研究から問題点をひろう形で，

私の論点を明らかにしてゆく。

私の仮説では， 17世紀末-18世紀はじめの農民収奪の著しい強化ということが出発点に

なるので，先ずこの点をパクラノヴァの著書からさぐることにするが，この時期の農民負

担のきびしさということは，三うる意味ではロシア史の常識である。この持期はアゾフ攻略

戦 (1695-96) に始って北方戦争 (1700-21) で頂点に達した大規模かつ長期の戦争と，首

都ベテルプノレクをはじめ要塞・工場・運河の建設，鉱山の開発などの大大的な建設・開発

事業，さらに政府機関と地方行政の大改革事業にとりくんだピョートル一世 (1682-1725)

の活罷期 (1694年以降〉と大きく重なる。ピョートル時代，とくに北方戦争の前半期に国

民の負担は極端に重かった5230 また領主君も国家に対する自らの終身勤務や欧化の要求に

46)頻繁で‘はあるが部分的な，そして多くが村落単位の蔀替〈義務負担と保有地の部分的な割替〉が，
彼の研究Lた18世紀と 19世紀はじめの割替の一般的な型であって，r共同体全体の割替はまれな現
象jであり (TaM)Ke， CTp. 203， 238)， r共同体における全般的かつ組織的な総割菩の存在を考え
る根拠はないJ(AJIeKCaH.lI.pOB， 3eMeJIbHO・rrepe.ll.eJIbHbI負 THrr…， CTp. 62)， というのが， アレ
クサ γ ドロブの研究の重要な結論の一つである。なお， WaoaHoBa， YKa3. CT.， CTp. 63.も同様の
結論を導き出している。

47) AJIeKcaH)J.poB， 3eMeJIbHO・nepe且eJIbHbI義 THn…， CTp. 69. (静点試鳥山のもの〉
48) BaKJIaHOBa， YKa3. COq.， CTp. 154. 
49) TaM来 e，CTp. 47. 

50)その最たるものは，この研究の表題にもなっている農家の家族構成の分析であるが，これを中心と
した本研究の特徴については<<日CTOpHHCCCP>>， 1978， No. 4 所肢の書評〈執筆者は口.A. 
KOJIeCHHKOB)を参摂されたい。

51)アレクサンドロフの著書は副題がく17一四世紀はじめ〉となっているが，具搾的に扱われているの
は，抵ぼ 18世紀30年代以聾である。

52)これは，北方戦争の初期に戦場に近かった西北ロシアでとりわけ甚だしかった。 CM.A. M. Waoa-
HOBa， rOCY.lI.apCTBeHHbIe rrOBHHHOCTH qaCTHOBJIa.ll.eJIbqeCKHX KpecTb克H ceBepo-3arra.ll.a Poc~ 
CHH B rrepBo註可eTBepTH XVIII B.， <<1-13 HCTOpHH中eO.ll.aJIbHO員 POCCHH.CTaTbH H 0可epKH
K 70 JIeTHぬ CO江区兄 PO)K.lI.eHHH rr手0争.B. B. MaBpoぇHHa>>，瓦， 1978.
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応えるため，この時期に農民に対する収奪を強めた。もっとも，致府と領主の農民収奪の

強化は既にそれ以前からEだっていたO 前記のi!t帯税の実施 (1679) が徴税の龍率化と滞

納や租税回避の防止をB的としたことはよく知られている O そしてシャぜロが現らかにし

た， 17世紀後半に始まる領主の賦課単位の変更も，伎によれば，一人前の賦課をまぬかれ

ていた多数の 606hL7IH (賓農〉層の解消を主な目的とするものであった5330 またティホノ

フは， 者カ貴族がツアーりにならってモスクワ郊外に邸宅をかまえる風は， 既に 17世紀

後半にひろまっていた， としている54)。カーンのL寸貴族の「く西欧化〉の費用J55)も，ロ

シアの農民たちはピョートノレ以前から負担させられていたので、ある O

さて，パクラノヴァの研究はヴォログダ郡所在の大主教領とスパソープワルツキー

(Crraco・npJIJIyQKHH)修道院領を対象としたものであるが，この時代領主に対する負担は，

前者では貢租，後者では賦役が擾越していた。そして彼女が結論的に述べているところに

よると，先ず， 1貨弊と現物の地代がこの時代には増加した。しかし 17世紀の第4四半期

(1702年まで〉には，この支払いの総額が，各戸の基準は不変のまま上昇した。ところが

18世紀の第工四半期には，郷全体の地代の総額は不変のまま，各戸の支払い額がふえた。

このことの原因は， 17世紀末に急増して 18世紀の第 1四半期に急減した住民の人E変動

で島った。J56)次に， 1この持期に最も大きな上昇額向を示しているのは， 農耕賦役の形で

の労働地代であるoJ両方の荘菌で農家一戸当りの賦役耕地は， 17世紀 70年代の1.28"'-' 

1. 35デシャチナから， 1702年(大主教領)と 1703年(諺道院領) の1.6及び1.7デシ

ャチナ，そして 1715年〈大主教領〉と 1721年(修道箆領〉の 3.5デシャチナに推移して

いる町、

宮税も 17世紀第 4四半期に一戸当り標準 50カペイカであったのが， 18世紀の当初に

は大主教領農民の場合60"'--'70カペイカになち， 1714"'-'19年にはさらに，年一戸当今 2ル

ープリ 75カペイカになった。国税にはこの「定額金J(OKJIa，nHbIe服部四)の抱，一種の

「蕗時税J(3arrpOCHbIe瓦eHbfJI) があり， 大主教領農民は 1714年に許せて 3ループワ 90

カペイカを負担していた。軍隊に供出した「糧食の価搭も加えると， 18世紀第l四半期

に大主教領農民は，総額ほぽ5ノレーブリの国税を支払っていたj ことになる5830

パクラノヴァのこの数字がどれほどの一般性をもっていたかを，とくに負担の重かった

53)日lanspo，訂e予exoぇOTnOBhITHO誼KnOBeHet.IHO註CsCTeMe.….CTp. 216-17. 
54) IO. A. TsXOHOB， 00えMOCKOBHblesMem祝 pyCCKO益 apsCTOKpaTssBO BTO予0註 rrOJIOBI磁e

xVII-HaqaJIe XVIII B.. <<兵BOpHHCTBO s KperroCT船員白pO益 POCCss XVI-XVIII BBふ

C60pHsK cTaTefi. M.， 1975. 
55) A. Kahn.“The Costs of‘Vvesternization' in Russia: The Gentry and the Economy in the 
Eighteenth Century"， M. Cherniavsky (Ed.)， The Structure 01 Russian History. N Y.， 
1970. 

56) EaKJIaHOBa， YKa3. CO可.. CTp. 89-90. 17世紀末-18世紀はじめのロシアの人口については， 最

近， 1678年と 1717年の戸口・人口調査(それぞれ，世帯税と人頭税の導入に先行した調査〉の資

料を整理した人口史家ヴォダ/レスキーの研究明.E. Bo瓦apCK幼， HaCeJIeHse Pocc開 BKOHue 
XVII-Ha電話JIeXVIII BeKa， M.， 1977) が去刊されたが，再年次，とくに 1678年の謂査の欠落率

の推定くTaM >Ke， CT予.53)には，なお問題があるように思われる。

57) EaKJIaHOBa， YKa3. CO可.， CTp. 99. 
58) TaM >Ke， CTp. 120-22. 
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冨税59)についてみてみると， 17世紀第 4四半期の年一戸当り 50カペイカという額は，ゴ

ノレスカヤのあげている中央ロシアの修道援の 17世紀 70年代の数字と一致する。しかしゴ

ルスカヤによれば， 70年代の 50カペイカは， 30年代の平均22カペイカり既に 115%増

(5.8%の貨弊揺値低下を考恵〉であり，さらにこの他， 年額にならすと平均一戸当り 80

カペイカの臨時税が存在した8930 そして合計 1ループノレ 30カペイカのこの負担が， 17世

紀末には 2ルーブル 20カペイカになった〈ただしこの掃に貨弊価鐙は 60%低下した)61) 0 

18世紀第 1四半期の国家に対する負担額約5ループリも， シャピロがあげている 1710-

1711年の 3つの果の教会領及び貴族鎮の農民の国産に対する負担額62)と， 大きくは違わ

ない。しかしこれには，パクラノヴァの加算した供出糧食の龍格が含まれておらず，それ

に毎年の多数の徴兵68)や建設・輸送労働への動員64)なども加えると， 18世紀の 10年代に

は「貨弊表示で一戸当り 10~15 ループリの負担が最も一般的であったと認めても，間違

いなかろう J853，とシャピロは述べている紛。

以上のような農民収奪の強化は当然に農民経営の密難と崩壊，そして農民の土地保有国

避を招いた。バクラノヴァの研究のなかから一例をあげると，大主教領のある村に関する

1716年の報告では， C.コンドラチェフとし、う農民が「今では貧窮のため自分の土地を捨

てて荒れるにまかせており，彼にはこの土地を耕すことができなしゴが，代ってこれを引

受けるべきものとされた「家族の多しづステパン・セリヤノフも，これを引取ると負担が

ふえるので， rこの土地を避けてもちたがらない」873，と L寸状況であった。 しかしこの報

59)この時期の中央ロシアの私額農民の地代負担を検討した 10.A. THXOHOB，φeO.l{aJIbHa冗 peHTaB 
ロOMe民 WIbHXHMeHH5IX UeHTpaJIbHO義 POCCHHB KOH[(e XVII-nepBo負明TBePTHXVIII B. 

くBJIa瓦eJIbQeCKHe nOBl倒的CTHH rocyAapCTBeHHbIe HaJIOrH)， <<POCCH5I B nepHO江戸争OpM

neTpa 1>>， M.， 1973. は， r私的土地所有者としての地主の利益が絶対王政の国庫の政策と矛盾す
るにいたったJCCTp. 212)ことを明らかに Lている。

60) H. A. fopcKaH， focy.l{apCTBeHHbIe rrOBHHHOCTH MOHacTbIpcKHX KpecTbHH XVII B.， (<06出e-
CTBO H rocy AapCTBo争eOAaJIbHO詰 POCC沼郡.C60pHHK cTaTefi， M.， 1975， CTp. 321-22. 

61) TaM >Ke， CTp. 324. 

62) 0可epKHHCTOpHlI CCCP.口epHOA中eoλaJIH3Ma.POCCH5I B nepBo昌司eTBPTHXVIII B.， M.， 
1954， CTp. 166. 

63)ピョートル持代の徴兵は北方戦争の初期にとくに甚だしく， 1705年からボルタヴァ戦(1907)まで

は，毎年20戸から 1人の新兵が徴され，この 20戸が入隊者の翠食・衣服・靴なども負担させられ

た。 1711年のトルコ遠征でも大きな徴兵が行われた。徴兵年令ははじめは 16-20歳であったが，

間もなく， 30歳，40歳，詩には 50歳までも引上げられた。 1699-1714年の徴兵は 33万〈年平均2万

2千以上〉であった。 この後徴兵は少し緩和されるが， それでも 1719-36年に 20万余に達Lた。
くTaM混e，CTp. 164-65; 0腎 pKHHCτ句 HHCCCP.ロepHO.疋争eOAaJIH3Ma.POCCl既 BοBTOpofi
qeTBepTH XVIII B.， M.， 1957， CTp. 61. ただし， R. Wittram， Peter 1. Czar und Kaiser， Bd. 
H， Gottingen， 1964， S. 10.は， 1699-1725 ~こ 53 罰の額兵があれその総数は 28 万と計算 Lてい

る〉なおこの時代の兵役には期限がなく，徴兵は農家と共同体にとって労揚力の完全な喪失を意味

した。徴兵と共同体の関係については AJIeKCaH.llpOB，CeJIbCKa兄 06mHHaB POCCHH， f JIaBa 

V. 06mHHa H peKpyTqHHa.を参黙。

64)ベテfレプ/レクの建設には 1707"'18年に毎年4万人が2組にわかれて，それぞれ数か月開動員され，
一部は遠くシベリアからも送りこまれた。 くWittram，op. cit.， S. 60; OqepKH HCTOpHH CCCP. 
POCCl羽 BrrepBo首可eTBePTHXVIII B.， CTp. 165). 

65) TaM >Ke， CTp. 167. これは 1戸当りで，当時の農業労骨者の 125"'187B分の賃金に担当する高額
の負担であったくTaM>Ke). 

66) TH 
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ロシア農村共同体の土地説菩慣行

ftは iJ二三百のステパン・セリヤノフU、タトiこは， 三二の土地をもってそこから税金と大主教へ
の員租を支払える者・はいなし、。何故なら彼にはそれができるからJ. としており 58) これ

は次の節で扱う「積み下し・積み上げ」の一部にもなる O

経営の困難とそれに対する農民の対応の具体;的な倒は，ニの他にもバクラノヴァの著書

からいくつか拾うことができるが，i皮止はこれにi河述して，次のような重要な指摘を行っ
てし、る O

「破産のためばかりでなく，抱ならぬ説全の取立て， それからとくに， 滞納者への谷:JflJ

を伴った滞納金の取立てのため，農民たちはやむなく土地を拾て，村から離れたり)主げ

たりした。J5())

「農民たちは破産しないために， 白分の保有地を全部は耕作 Lなかったり， より狭L、土

地に移ったりするようになったo これは貯えの少ない農民ばかりでなく，豊かな農民もそ

うであったcj7の

日会てられた土地の多い〈ことは， 土地 恐らく， より込質のそれ一一ーを選ぶ可能性を

与え，それと共に，耕地において(tる地条の規HU1Lしい百分配が破壊されたことを物1iliっ
ている。ある畏民は自分の地条をすてて他人のそれを耕し宅加の良i立は住民のすぐ・近くの

上地に播種するようになった。J71ヲ

「空し、た保有地に播 p種した農民は， 白分の保有地は A 部しか掛[乍せず， それじょっ亡負

担の軽減をはかろうとした。……ここのやり方は納税をこばむ)j法の一つであった。J72)

農民の移動と逃亡がお世紀以来政府と鋲主にとって最大の問題であったことは， よく

知られている。そして 1649年の「法典J(YJIO況 eHHe) による農奴制完成後の 17世紀後半

にも宇治:の変らなかったことは，マニコブの研究73)でlrtに切らかにされている O しかし同
時に，ピョートル li~:代に特に農民の逃亡の多かったニとも周知の 'tí:実であり 74ラ，わが国で

も最近土肥論文がニれを論じてし、る 7830 また，国家や領主に対する:語義務負担の軽減をは

(8) TaM )Ke. 

(9) TaM )Ke， CTp. 125. 

70) TaM )Ke， 
71) TaM )Ke， CTp. 127. 

72) TaM )Ke. CTp. 128. 

7:りA.r. MaHbKoB， Pa3BuTue KperrocTHoro rrpaBa B POCCHlI BO BTO予OIIrrOJIOBHHe XVII B.， 
M.一江， 1962. 

74) Iヨシブーヴォロッキー修道院のある村では 1709年に，滞納金の取{[人が近づいて来るとの知らせ
(， ， ・人をi注いて全農民かヨ分たちの播種土せよと牧草地をすてて逃汗出 Lた。切論，肯にかつどこ
でも税金の重圧が農民の完全な磁波と全員の逃亡をもたらしたわけでは決してなL、。しかし税金の
過度の圧力による設滅と逃亡は，疑いもなく，広汎にひろがった現象であった。J(0羽 pKUHCTO. 
pfm CCCP. POCCI硯 BrrepBo員立eTBepTHXVIII B.， CTp. 168. CM. TaM )Ke， CTp. 175-78) たお
人頭税導入後の状況については，エカテリナ .W:の即位 (1725)直後に，農民は「家事と家財のッピ
却をよぎなくされているばかうで主く，多くのものが土地においた穀物を拾位で売って他郷に逃げ
ているj ことが，公式に確認されている o (0可epKHHCTOpHH CCCP. POCCH兄 BOBTOpo昌司eTBep-
TH XVIII B.， CTp. 70). 

75) liirt上l!!.管理令は， 18佐紀初めに至り次第に整iiIiiされた形式を獲得 LてL、ったが，それと Illj!時に， そ
れはほぼ餌!外なく，農民の反社会的諸行為，とりわけ逃亡についての詳細な規定を含むことになっ
た。そして封建領主の経済的基盤を掘り崩す，それ自体きわめて占くからの農誌の「プロテストj

形態としての「逃亡j現象が，当時異常な規模にまで到達してL、たことにこそ，その真の理由があ
ったoJ(上掲土肥論文， p. 95) 18世紀前半の逃亡農民数については， 町議文 pp.95-96を参
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かつて，農民が保有地の結少をはかる現象も，あとでみるように， 二二の時期だけの特徴で

はなし、。しかし重税に軍隊や建設事業への動員も加わって農民経営のとくに苦しかったこ

の時期が，その頂点をなすことも拐かであるO

しかしこうした状況の下でも共同体は， 1孟税をはじめとする諸義務負担履行の連帯責任

のため，残った農民に放棄された土地と負担の追加割当を行わざるを得なかった7の。しか

も，残った農民が少ないほど録脊地と負担の回避の動きは当然、強くなるので，その割当は

出来るだけ各自:骨子の労働力及び経済力とのつりあいを考議したものでなければならなかっ

た。そしてこうした状況が部分的割替の頻度の増加とその急速なー殻北をもたらした，と

いうのが私の仮説であるが，そのi祭に，バクラノヴァの言菜でも示唆されているような三

画制を含む村落の伝統的な土地用益方式の謹話しと一定の土地にjせする各戸の出来の用益権

(掠別保有権〉の動揺も，土地周益秩序の回復と，説蓄をより容易にするようなその再編

を必須なものにするとともに，同時にそれを可能にもしたのではなかろうか777)個々の共

76) r良民共同体における土地再分配の昔話;交は， 共同体1:l.相互の述告宣託制iを支えに Lていた。課税地
に空きができると，それは共同体員の1mに再配分され，絞らがその土地にかかる説を支払l"諸義
務を民たした。j (B.llOBHHa. 3eMeJIbHbIe nepe.lleJIbI・…， CTp. 148)上揺土把論文， p.83.及び

lliaIIHpo.日epexo瓦 OTnOBbITHOH K nOBeHe羽 0負 CHCTeMe…， CTp. 211をも参照。

77) このように在は，割苔慣行は傑主よりも，む L ろ共同鉢の主導ドに普及したと考える O パクラノ \~，l

アはその著書の最後の， 共同体の諸機能を扱った節で 17世紀末-18世紀はじめに「土出と負担

の割当jが共同体の最も大きな権能であったこと，そして領主権力(荘掴当局)の直接の関与も，

とりわけ共間体による[土地泊益の境樹」の出では少なかったことを述べている。 (EaKJIaHOBa.

YKa3， COlJ.， CTp. 183. 188)土肥論先 (pp. 91. 92) もチェルカヅスキ公の領地管理令 (1719年〉

について1fT]様のことを指摘しており，またアレクサンドロブによれば「農奴mtJ-fの共同f4>:が掴々 の
村落に様々な農Hl地合配分する権利を有したことを示す，時期的に肢も ~Ilーレミー/レのとりきめ」は

17t1t紀末(1691年)のものである。 (AJIeKCal羽 pOB，CeJIbCKa完 06出HHa.…， CTp. 122)荘園制下

の共同体はIEにこの時期tこ，各村務(と各戸)に対する諸負担と土地の配分において，それまでに
なかった大きな権限をもつように一一一正確には，もたざるをえないように一一ーなった，と考えられ

る。 それ故意は j二記 1691年の史料が 18世紀後半及ひ、 19世紀はじめのluJ鍾史料と形式ヒ全くi主
わなL、ことを以て， D7世紀末にミールのとりきめは， 在的封建売rr棋で公的な慣習法資料の・つの
;卑~としてずっと -1 1 1‘くから保持されてレた， と考える完全な転拠があるj， とするアレクサンドロプ

の理解くTaM)Ke.傍点は鳥山)には疑問をもっ。彼も， I管煙令でi主主たちは，共同体による掠在
地の経済的j討益に関する問題を，まれな例外の勉は， さけようと努めた」ことをあげ (TaM混乱

CTp. 114-15， 183)， r農民的土地用益に関する事訴での共同体の決定権」をくりかえし強諌Lてい
るがくTaM)Ke， CTp. 84， 88， 94， 95， 115)，彼はこれを共同体が古くからもっていた土地管理権に

出米するもの， 強いていえばその遺制と理解しているかにみえる O これは， r共同体経済の;最も重
要な，古くから存在した大権一一ーくその〉土地の村落内での管理j(TaM )Ke， CTp. 115) とか， r土
地と負担の割当の権能は大部分共同体の大佐として残った，j(TaM )Ke， CTp. 120) とか， r:共同体
は，く自分の〉土地の経済的毘益において，古くから存在した管理の慎訂を自らに留保した，j(TaM 

)Ke， CTp. 316) といった表現からも明かである o (TaM混乱 CTp.236-37をも参照〉そして，古い

持{にの共同体の土地管理権を割替発生の出発点として詰ー定する点は，現在のソ連の抱の研究者にも

概して共通している o (CM. lliaIIHpo， np06JIeMbI reHeCHca.…， CTp. 43 H CJI.; r共同体の-占い土
地管理権の残存j-llia6aHOBa，4aCTHOBJIa江eJIblJeCKa兄 KpeCTbHHCKaHo6lllHHa.…， CTp. 61) し

かし共何体が占くにどのような権誌をもっていたにせよ，そこには土地割替は存在しなかった。土

地用益に関する共同体の権能は，述書責在苦手jの下で過大な負担を課せられ，同時に土地関係の混乱

した 17世紀末降に著しく強化され，新しい段階に入ったと，私は考える G 領主ffjfJ-fの共同誌の土地

m益規制権法，その摂強い伝統のために，封建屋家と封建領主の関与にもかかわらず，残ったので
はなく，両者の叙奪の強化に対志する必要から，共同体によって質的により高次のものとして強め

られたのである O アレグサンドロフ自身も 18駐車己と 19世紀はじめの共同体の自主棋を強課する
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i母子主あるいは村落について説替慣行の成立過程を具体的に物語る史科は存在しないようで

あるが，アレクサンドロフは りャザノフスキーの研究に従って78) 18社紀20，，-，30年代

にメシチェザノフ家の某荘誌でr<家族の労働力とつりあうように平手に租税を支払うfょ
う，絶えず空いた負担の再配分，負担の解除、と抱の農民へのその割当がf-Sわれたj 事実を
あげ、ている7的。そしてこのく空いた負担1)の再配分はこのU:j:J自に， !Iす一共同体に属する村

落相互間でも行われている的。

ところがノミクラノヴァは，上にみたように • 'r1Ji主1fi日ドの共同体におけーる土地割替の普及

を考える L:で、重要と忠われる多くの事実をあげながら，その本当の意味を見落している O

そしてこれは被女が，さきにみたように，耕地の過剰〈耕作肢棄の，増加)で、はなく，その

不足を前提として問題を考えているからである O 彼女は，農民たちがれ分の保有地は--t:H; 

しか耕さず， 他人の捨てた土地に矯種している場合にも。 r捜らは土地の不足を空いた土
地での播簡で補ったj と解釈しているのである8130 しかL. このような彼女の考えの一つ
の論拠になっていると思われるのは，農民の借地 (apeH瓦a) の存在なので，次にこれにつ

いて考えてみる O 彼女は. 17l1t紀末-lRt世紀はヒめにボ p グダの大主教r!fiとスパソープ?ワ
ルツキー修道院領で、農民たちが 柄々に，あるいはまと主って， 本来の保右地位a，ll.eJI)

以外に， rrycTolllh (放棄された土地)や pOC羽 CTh (森H¥Jの72き地)をfifりているい〈つ

かの問をあげ82) 次のように主張している O

「かくしてボログダの農民たちは保有地の祷足と Lて rrycTolllHと pOC可HCTHを借ちた。

これは働き手一人当りの保者地の不足e. そのために生じた労掛力の予揺がおし、たもので

あった寸時ヲ

. -JJで， ~IJ替があくまでも封建的忠義務内粍行のためのものであって，決 L て農家内経常の子均化

〉などのためのものではなかったことを， これまたくりかえ L摂檎 1〆ている σ 例えば， I土地の存分
配は何よりも，共同体全体の封建的諸義務負担のほ障を円的と Lて行われ，餌々の農家の必要や経

済的志向を満足させるためのものではなかった。J(AJIeKCaHnpOB， CeJIbCKa冗 OOllUrHa.…， CTP， 
317); I共河体の土地一負担管理が畏i乏の経済的平準化への志向にもとづいていた，と理想化Lて考
交ることは，大きな誤りであろう oj (TaM混e，CTp. 238)そして立Ia6aHoBa，4aCTHOBJIaneJlb-

l.J.eCKa匁 KpCTb匁HCKaH06llI.HHa…， CTp. 65-66 も， 18tu:紀前半の西北ロシアの-修道院領の'，Ifl]

替な「均等対替ではなく. f呆有土fu南積を義務負担とつりあわぜるための割替Jと特数づけている o
kおアレクサンドロブはシャパノヴァ (TaM)Ke， CTp. 68) とともに， 181吐紀において共同休(J"J

土地用益は既に「解体過程jにあったととらえ，そのヨ=t誌と Lて，共同体(複合共間作〉ヵ:各村落

に対 Lて「人口数による平等な土地保障|を行なう a方， 各村吉年ヵ:一定の土地に対して排能的な

rr!l脊椎Jを主張 L. また各村落では，各戸の「宅地ばかりでなく，円 Iむな開墾i也，さらに共同体
の耕地に対 Lてさえ，世襲ffJ占有確立の傾向がみられたj ことをあげているが (AJleKCaH瓦pOB，

CeJlbCKa兄 06llI.HHa…， CTp. 191， 194， 235， 236， 317)，悲のFf百平で法これらの事実は，中伊:以来

の各農戸(と村落〉の慣習Ij所有=世襲的占有の伝統が，割替の持及?麦もなお根強く残ったことを物

語るものであり，その上 B瓦OBHHa，3eMeJlbHble rrepe江eJlbI.…， CTp. 150-53. によれば，アレク
イーンドロフの主張とは違って， 18 ilそ紀前半に宅地も割替の対象になっているつ アレクサンドロプ
の実証と儒々の結論には教えられるところが多いが， f更の構想、は全持としては逆立ち Lているよう
に思われる。

78) φ. A. P兄3aHOBCK随員， KpeCTbHHe raJIHl.J.CKO詰 BOT顎 HbIMellI.epHHOBbIX B XVII H rrepBo註rro・
JIOBHHe XVIII BeKa， raJIH弘 1927，CTp. 54. 

79) AJleKCaHnpoB， CeJlbCKa克 O(lIUHHaB POCCHH. CTp. 219-20. 

80) AJleKCaHえpoB.3eMeJlbHO・rrepe瓦eJlbHbI註 THπ…・， CTp. 56， 58. 

81) EaKJI3HoB3. YK33， CQtI.， CTp. 128. 
82) TaM )Ke， CTp. 154-60. 
83) TaM )Ke， CTp. 160. 
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鳥山成人

しかし，この場合「史料で・たどれるのは措地を草却場として使用する傾向だけであり，J 

かりに， [""耕地と草刈場をまとめて借地することが， 手もとの史料が表している以上にひ

ろまっていた84りとしても，この時期のf昔地を労働力の余剰，保有地の不足から説明する

ことには疑問がある O パクラノヴァはその研究の加の笛所で，農家の労働力の「予績は，

この時期全体を通じて減少し， 18世紀の第1四半期までに最低tこなったfへとしているO
それに，領主たちは，彼女もいうように86) 遊休地を活用して寂入〈地代)をあげるため

に借地に応じたが，林を切り開いて新たにつくられる pOCtffiCTbには，それが課税地に編

入されるまで国税がかからなかったからめ，これは農民はもとより，間接的には領主にと

っても有利であった。立た保在地以外の土地が割替の対象にならなかったことも，バクラ

ノヴァ自身認めている 88)。従って農民が，国や領主に対寸る負担が重くて害1]替の対象にも

なる本来の録有地を，時ーには部分的に放棄しても，負担が軽くて経営上の自由もきく語地

を求めたことは，十分考えられる。現に，バクラノヴァ自身の言葉にあったように紛，他

人の放棄した土地を耕して自分の保有地は一部しか利用しないことで，農民たちは税負担

の軽減をはかることができたのである。

IV 

土地説替の慣行が土地の不足で、はなく過剰を条件に拡大・普及したニとは， 17-18世紀

の「讃み下し・積み上げJ (CBaJIKa・HaBaJIKa) をみることによっても， 明らかになるよう

に思う。バクラノヴァは「土地と負担の割当j における共同体の大きな権限を指掃する際

に90) r 1陸別農民経営からの負担の減額と， 差しi]ll、た負担の他の諸経営への配分もまた
〔ミーノレの〕集会できめられたJ9n， としているO しかしながら， この農民経営問の負担

の移転と，これに持う農民保有地C移動，即ち農民の負担と録有地の「積み下し・積み上

げjが，この時期におげる農民の負担の過重と土地保有回避の動きを端的に示すものであ

り，土地説替慣行の普及の上でも見逃すことのできない現象であったことを，これまた彼

女は見過ごしているO しかしこれはパクラノヴァだけではなL、。アレグサンドロフをはじ

め現在の抱の多くの研究者もそうであるO 私はこの節で，この「積み下し・積み上げj に

ついて少し考えてみることにするc

農民の負担と保有地の「積み下し・積み上げ」は， 17世紀後半のこれに関する史料が

アルセニエフによって紹介され紛て以来， 何人かの研究者によって， 18世紀に普及する

土地割替の先行形態の一つ，それも最も重要なそれとして注目されて来た。例えば，パヴ

ロフーシリヴァンスキーは，上tこ紹分したような殺の割替慣行成立論の立場からもこれに

84) TaM )l{e. 

85) TaM )l{e， CTp. 101. 
86) TaM iKe， CTp. 157. 
87) TaM iKe， CTp. 153. 
88) TaM iKe， CTp. 154， 172. 
89)本編 61ページ参照。

90)本編注 77を参照。

91) EaKJIaHOBa， YKa3. C01J:.， CTp. 181. 

92) IO.B. ApceHbeB， DJIHiKHH註60完pHHKH兄3bH. 11. O){OeBCKH詰Hero nepenHcKa C faJIHUKOIO 
BOT可HHO詰 (1650-1684rr.)， <<可TeHHeO.日.H瓦p.P.)>， 1903 r.， KH. 11. 
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ロシア農村共同体の土地割替慣行

強い関心を示し93) プシユカリョブはさらに積極的に， この 17世紀の「京み下し・京み

i二げj を「後の共同体的割替土地用益の萌芽J9Uとよんだ。そして彼は， f;.{!係史料を股討

して，これを次のように特徴づけた。

「ヲi用した諸史料は. 17世紀末の貴族大所領にお行る農民の負担と農民に対する土地1*
陪の関連を明白かつ完全に特徴づけ，この負担の部分的なく積み下し〉と〈積み上げ〉の

方法と手続きについて，明瞭な観念を与えている O 一人の農民が詔主(と [:14庫〉の負担を

f!l 、〈えなく〉なると，彼はこの負担の削減を領主に願い出る。 領主は，当人が彼に認せ

られた負担を果すことがくできる〉かくできない〉かを，くミーノLの人々>l!Dち農民共同

体の成員たちに問いただすよう，白?のく管理人〉と農民の長老たちに命ずるO もしく本

当にできなしウ記ら，領主の管理人，長老たち及びミーノしの人々は，房具L、fL¥た者カミら負担

の一部を取ワ去り，これをくミールの指示した〉人に移す。これは，他人の負担(と，そ

れがかかる土地)のうち取ち去られた部分を引受;テる力がも η ともある人で、あるO われわ

れがここで、みるのは，土地の均等制，即ち相対的平手ではな<，一般的主土地主Ij祥で、もな

L 、。 Lかしそこには既に， tlJ乏の保有地をその家JØ~状 j足元iちその時点での労働力とつりあ

わせ，農民の支払い能力とつりあわせるための， tfミ右地の部分的なif主主主があるo J.ill:民的土

地制度は，土地所右者の国車的利益と緊密に結びつきながら，この基礎の上でさらに発展

し，次の世紀に，一般的土地割替へ，所与の荘園内で、の均手な農民的土地用益へ，次第に

移行する。J95)

17世紀末の「詰み下し・積みL:げ」に右目したソつシユカリョフのこの前幹慣行成立訟

は，われわれにも示唆するところが大きL、。しかし伎がこhを述べたのは. 1939 {Fで96乙

近年の研究状況からするならば問題がなL、わけで、はなし、。 i-f:N，l;..ドし・京九一1:げj の人てと
1お11明言の吉IJ替の先行形態と寸ることに先ず問題があるが97) もーぅ三問題なのは. 1-績入下

L・mλHfJ を先行形怒とのみ考えるニとがそもそも.i@-，-i~かどうかである。そしてこ

れはさきに取りあげた 17fU~紀と 18111:*，己の説替の段階的北li主の問題にもかかわってくる

が紛，近年の研究にみられる「積み下し・積みJ-:げJの'ji:i9ijは. 17担:紀よりむしろ 18!fI: 

紀のものの方が多LNLバグラノヴァがその研究でfl体的に論じているのは， 1719-20 年
の例であり 100入 シャピロは， 既にアルセニエフによって紹介されていた 1672-73年のも

のと花んで， 1711年と 1730年の事例をあげIOJ) さらにウスチュゴフが 1725年の史料を

9~n 日aBJIOB・CllJIbBaHCKll註. YKa3. COtI.， III， CTp. 13:l-:~/1 ， l:~~). 

94)口ylllKapeB，YKa3. CO'-I.， CTp. ISυ. 
95) TaM 2Ke， CTp. 153. 

96)本編注 7を参;開。
97) Cf. Goehrke， op cit.， S. 18::>' 

98)ただし，プシユカリョブ自身は， 上の引rnの文末の言葉にもかかわらず，その著書の第二部 r18世

ま己jく1941年執竿〉では.r J1!l主領村落は 18t1t紀にも， 財産・土地の平等という意味での農民 IY1

く均等イヒ〉のく理想〉からはほど遠かった。J(口ylllKapeB，YKa3. CO可.， CTp. 188) とLており，こ
の点でアレクサンドロブなどの認識と基本的には_.-致してし、る O

99) n. 11. JI兄江J，eHKO，I1CTOpl四 HapO)l.HOrOX03冗員CTBaCCCp， T. 1， M叶 1952， CTp. 499. は.19 (ll: 
紀前半につL、ても，村落の上地全部の総体的対答に討して，何千o告とその義務の部分的'，MiJ菩のこと
iJ，「毛主みド LJ.r讃み uデ」とよんでL、る J

1(0) 5aKJIaHOBa， YKa3. CO立， C1'p. lfH -82. 

1(1)日lanHpo，nepexoJl. OT nOBblTHO長 K nOBeHeqlloti CHCTeMe・…， CTp. 210-11. 
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結介している 18230 そしてこれらは，その内容からいって， 17世紀末のものとそう変らな

し、ように患う O 例えば 1719-20年の事部は， 1719年 12月にボログダ郡の大主教鎮の色

11.ボエクなる農民が， 1"他の，在、の兄弟の農民たち」より重い負担の割当をうけたことに

ついて大主教に訴え，当局がこの農民の割当の調査を命じたことで始まった。そして，そ

のために設けられた農民の代表者たちの委員会は翌年2月， この農民の負担から 167ノレ

ディンと 4ヂェニガを引去り(残りは 25アノレティン)，これを 5人の農民に分けて追加割

当することをきめた。 3訂後， 30の村落を代表する 48人がミーんの集会で，この決定を

承認した。

もっとも， この 1719-20守aのものをはじめ以上の事例以， 18世紀に入ってからのもの

とはいっても，プシユカリョフがとくに重読する人頭税の導入以前かそのすぐあとのもの

である。設によれば， 1"人頭税は， 18世紀のロシア農村における共同体的・説替的土地用

誌の発生と発達に決定的な影響を与えている oJ103)そこで， それでは人頭税導入後は「讃

み下し・積みuず」の形をとる割苔はなくなってゆくのか，というと，決してそうではな
い。 これは依然として割持の最も普通の形態である O 近午の文献では先ずシャパノヴァ

が. 1733年の例をあげており 104) それからヴドヴィナが 18UI~紀の 20-50 年代について，

割替が「共同体的土地用益の本質そのもの」から行われた場合の一つの塑として，割当を

負担する農民がいなくなった際の「積み上げ」をあげている 105% そして説替は荘属当局

に対する彊々の農民の陳情で始まることもあり， 1"割替の正確な実施の直接の責荏は管理

人と長老が負ったJ106)としているが， これもブシユカリョフが 17世紀末の「積み下し・

積みr:tfJについて述べていたところと同じである O

しかしもっと7主要なのはアレクサンドロフの研究であるO 彼は， 18世紀末に活躍した

歴史家 11.ヴォノレティン (1735-92) の証言によって107)共同体が「各 T兄rJIOに一定の取

分地 (na首)を保障したJ1"典型的な{)iIjJを次のように紹介してL、る。

r-T.HfJIOの数は，働き手の総数から算出された。畠作地が十分ある時には， 取分地の数

は T冗rJIOの数を1-.回 1)，最も〈家技が多し、〉か豊かな農民が，合怠ないしくじによって，

残った取分地またはその一部を分けもった。一取分地の支払い額は，すべての〈国家及び

地主の〉義務とその飽のミーノレの支出の総額から算出された。一つないしそれ以上の取分

地から支払し、額を負担できない農民がし、ると， ミーノレの集会でこのことが宣言され，土地

の一部が被から敢り去られて希望者に渡されたoJlりの

この「典型的な例」で注目されるのは，第・に，品{乍地の不足ではなく余剰が一般的で

あったと考えられること 10の， 第二に， 1"おみ下し・積み上げ」とはよばれていないが，実

102) H. B. Y CTlOrOB， HHCTpyKI.U奴 BOTQsHHOMYnpsKa3羽 !{yロepBOII可eTBe手TsXVIII B.， <<HCTO・
psQeCKs詮 apXsB>>，IV. 1949， CTp. 155 s CJI. 

103)口yllIKapeB，YKa3， COQ.， CTp. 190. 
104) ll1a6aHOBa. 4aCTHOBJIa，lleJIbQeCKan KpeCTb兄HCKa冗 06msHa.…， CTp. f)(HH. 

105) B.ll.OBsHa， 3eMeJIbHble nepe.ll.eJIbI…・.CTp. 141-42. 
106) TaM iKe， CTp. 145. 

107) H. BOJITsH， npsMe可am奴 HasCTopmoえpeBHs匁 s HbIHellIHs完 POCCssr.瓦eKJIepKa，T. 2， 
cn6.， 1788， CTp. 341. 

108) AJIeKCaH江poB，CeJIbCKa兄 06I.UsHa…・.CTp. 211. 
i弘めこの点にアレクサンドロフ自身はうどLがついていなし、ようにみえる。
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宜的には 17世紀末-18世紀はじめのそれと誌ぼ同ヒものがそこにみられることである O そ

して， これが例外ではなく， むしろ普通であったことは， 同じアレグサンドロフが 18111: 

紀 30午代から 19ift紀はじめまでのrll央ロシアの貴族所領についてJ主体的に述べている郡

丹りいくつかの実{71j110)からもわかる。そこで今一例として，寸ノLロフ家の H ;ii~ 院l ぐγ ロ

スラヴリ県ノレイピンスグ郡所在)の場合をみると一一一

11772年 4月に・・・…19人から負担を減額する決定が行われた。恐らく若干の場合は/1'(

iえ '81]当人たち (OKJIa~qHIill) の申告によって，残ちの場会は土地を〈ことわった〉農民

n身の事前の願い出によって，負担地 (T兄I'.1Ia冗 3eMJI兄)がぐ取りよ・られた>。 負担から取り
去られた部分は，量的に非常lこ注っていた (5<カペイカ〉から 45くカペイカ〉まで)0 (fl 

-111.を〕免除された耕地はミーんによって 26人の農民に担当てられたが 常に当人たちの

は立を得てというにはほど遠かった。このf主に割当人たちは 46人の農民の割当がく事私、〉

ことを発見し， ミーんはこのうちは人について担当の噌加を必要と決定した。 1786年 4

) J vこ行われた部分的割持に閃する報告も， これに劣らずくわしし、。 この目当ーには 24人の

農民が耕地の結少とともにれ討を減却され，その1:地は 28人の呉氏に渡された。 1拐jをi注

いvζi't担の減額は農民たちのくくニとわる〉といった〉願し、U¥;こよって行われ，引渡しは主

にミーノレのイニシアティヴで行われたく誰それにく課せられた〉一一-24例〉。……1808年に

は， 28人の農民から，土地が一部く取り去られ〉た。 1810年には， 24人の負担が減額さ

れ， これに応じて 34人に割当てられた (23例ではく受'1"とられ)， 10 例ではく課せられ〉，

1例ではある農畏の負担の取り去られた部分が抱の農民に，半分はく諜せられ)， 半分は

や受けとられ〉た)Jo111)

アレクサンドロフは他のiFi17耳で， 1共fi立体の毎年の負担'，ijlJ1干の際， つねに， f!Jn.のくjた

てらJtた〉/部分は，それをぐJたてた〉昌にi七してはるかに多い農民の目立に， ミーノしによっ

て〈干等に〉配分さ;hたJ，といってし、る 112)が.1:の H~Ef;':-~ の史料ばかりでなく，プレケ

サンドロフのあげてしミる抱の史料でも. H更し私立下 LJ うどうける m~ l.\;， 工「積み1-.げj

rcうける!呉氏より少!cc、。そしてこれは，バクラノヴァのあ(-y-::-l、た 1719-201r-の[ヂIJでI!正
にそうであ.)た。 このことは. 18!11:記を通とてー・般的に;上注出負担lの泊、心温乙保千nlliの
拡大よりは縮少が農民の願望であザ〉た三とを，物iZiってL、るよワに忠われるO 、ンャピロは

「読み下し・詰み I-.~fJにふわ た詰所で， 17批紀と 18flt紀前半につL、て「われわれに既

知の史料では，担税j也の拡大を;jとめる農村の1;京lN-i1日工，その縮少を求めるものより去しく

少なしゴとしている 113)が、 ヴォルティンのii正三ゃ H ~rtWì の'j!:{1lj などをみると. 18111:紀

後手iこっし、てもある程度同じことがし、えそうであるO というのも， 今日荘問の拐を1<に
まとめてみると， 1772年と 8611:-の場会， 1おみ下し」では本人の鴎1l、IUによる(ぐことわ

った>)ものが多く， 1-話み LげJではく受けとられた〉ものより，恐らく本人の立にjえL

てくi探せられた〉ものが)王倒的に多いのである O

110) AJIeKCaH)l.pOB， 3eMeJIbHO-nepeλeJIbHblII THII .…， CTp. ()O-()5; ero抵 e，CeJIbCKa完 06Ill.HHa・…，
CTp. 220-26. 
111) AJIeKCaH.lI.pOB， 3eMeJIhHO-rrepeλeJIhHbI誌 TUfI.…， CTp.()il. CM. ero >Ke， CeJIbCKa兄 o6w.HHa.
CTp. 221-22. 

112) TaM >Ke， CTp. 2!J(). 

I 1:り立laJIHpo，日epeXOJ1.OT JIOBLITHO註K JIOBeHe~mo抗 CHCTeMe.…， CTp. :J.l1. 
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H荘麗の事例

「積み下しJ I積み上けつ

r伝三 次 !一スぷ1王JE;77ベ九守{:伺?
iイ( 1玲9 I 若干 | 残り I ~~ I 少了 l tt 

illi lii JJ:J::::5 
ただし，同じH荘園でほぼ同じ時期 (1775年)に二つの村落の開で、結ばれた協定で、は，

土地不足の場合が想定されており 114) 18世紀後半においてもなお土地過剰がー殻的であ

ったと即断することには，危険がともなう。そしてこの場合，土地の過剰にせよ不定にせ

よ，この発生はもともと，土地保有に伴う諸義務負担の重さに左右される相対的なもので

あったことが考慮きれなければならないが， 18世紀後半には， 世紀前半に農民にとって

とりわけ大きな負担であった同税が，人頭税額の再定と貨幣f高値のほ下によって，組対的

に軽くなっていた115)。 また， 世紀はじめにみられた異常な規模の農民移動・逃亡もかな

り減少していた。それから，後述するように， 18世紀のほぼ60年代から国有地で貧農層

の土地割替要求が出て来る事実も，このころから土地不足が問題になり始めたことを物語

っている， ともいえる。

しかしH荘園に関する限りでは， 18世紀の 70-80年代になお土地不足よちは土地過剰
が問題であった，と考えられる。 ところが 1810年になると， r積み上げj の場合，ぐ受け
とられた〉ものが〈諜せられた〉ものの二倍以J:になっているのこれは，この間に士地の

過剰よりは不足が問題になるようになったことを推測させる O ただ 1810年の場合， r積み
下し」に本人の顕い出によるものと，本人の意に反してffわれたものが，それぞれし、くつ

あったかはわからなL、。それにアレグサンドロフがあげている 18世紀末-19世紀はじめの

史料で， r漬み下しJと「積み上げ」の内容が多少ともわかるものは， H荘関以外になく，
この点からも私の推測を一般化することは，今のところ困難である O

ただ， ここで一つ指摘しておくならば， プシユカリョフがし、うように， r農奴農民の完
全かつ普遍的な平手北は 18世紀にも現実には実現されずJ116)， r地主領村落は 18世紀に
も，財産・土地の平竿と L、う意味での農民的〈均等化〉のイ理想〉からは段ど遠かったJl17)

とした時118入問題は，当然、ロシアの共同体が 19tl上紀に入ってこのく理想〉により近づく

のは何故か， ということになるが， その擦， その主な原因の少くとも一つを， 19世紀に

入っていよいよ甚だしくなる土地不足に求めることは，許されないであろうか? そして

これは領主制下の共同体における土地割替のある程度の機能転化一一「共同体全体の封建

114) AJIeKC3H江pOB，3eMeJIbHO・IIepe)l.eJIbHbI註THII.…， CT予.59.

115)ただし，人頭税額は半世紀以上ものあいだの毘定の後， 90年代に引上げられた。 また 18世紀、|主主ま
からは出費税を中心とする間接的の引 i二げがあり，保主による収奪も強められた。 Cf.A. Kahn， op. 
cit.， p. 233， Table 6. 

116) DylllK3peB， YK33. CO可.， CTp. 199. 
117) TaM抵 e，CTp. 188奪

118) この点は，読にみたように，アレクサンドロブも同誌の認識をもってレる。
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的諸義務負担の禄拝Jl19)から「農民=共同体員の経済的平準化への志向J12のをより強くも

ったものへの機能転化一一ーを意味するがlil1) これには， 土地不足の深刻化とともに， 18 

陀紀末以降，とくに 1837-41年のキセリョフ伯の国右地改革で大きく進められた，農民へ

の均等な土地保障を内容とする「国産的で後見的な性格J122)の強い政前の国有地農民政策

の影響もまた，考慮さるべきではないか，というのが，これまた私の一つの推測であるO

しかしこの国脊地農付への割替制の導入そのものは，援に地主領で広く普及していた

割替慣行の存在をぬきにしては考えにくいように，本には思われるO そこで最後にこの点

にふれて， 本編の結びとしたし、。近代ロシアの農村共同体における割蓄積行の普及・確

立は，地主領だけではなく， Iヰ有地をも含めて全体として合理的に説明されなければ左ら

ないと考えるからである O

V 

北ロシアに多かった国者地では， 一般的に， 土地害Ij替積行の発生が地主領よりおくれ

た123九 この点で注目されるのは， ウスチュゴフが紹介しているドヴィナ郡アンドレヤノ

フ地医の国有地の土地関係に議する 1655年の史料124)であるO この地区では 1660年農民

たちが士地割苔の実施をきめ。 116入の農民がその「取りきめJ(rrp訂 OBOp) に署名した。

しかし22人のものが署名を拒否したので，共同体はこの地方の長官に協力を求めた。ドヴ

ィナ地方ではそれまでに， ドヴィナJllの増水で土地の一部が冠水したのち，農民たちに均

竿割替の実施が認められた劉が何回か (1630，34， 36年)あったので， 長官はこの説替の

申し出を認めることにしそスグワの所管官汗の了承を求めた。しかしそスグワからは，

農民たちは「売買証書と士地台帳にもとづいてJ士地を保有すべきもの，との判断が示さ

れた。害1)持は自然災害のような例外的な場合にのみ. しカ‘も(君主の勅令〉をまって行わ

れてきた，とされたのである。

この史料は， 17位紀に政府は医者地での土地害1]蓄に基本的には反対であったことを物

語っているが，そこからは同時に，共同誌のなかにも割替に強く震対する階層の存在した

ことがわかる。そして彼らは， 位の共同体員から保有地を買い集めていた富農層であっ

た。ソヴヱト史学では少し前から， ノソフなどによって，北ロシアの関有地では農民層の

階層分化が既に 16U世紀以来， 地主額の多L、中央ロシアなどよりはるかに進んでいたこと

が主張されているが12;;) これは国有地の農民がほとんど完全な土地処分権を有したこ

三126)によるものであった。そ Lて正記史料に「売買註書と・・・…によってj とあるように，

119) AJIeKCaH.llpOB， CeJIbCKa完 o6uuIHa…， CTp. ~\l 7. 

120) TaM )Ke， CTP・219.
121)ただし，アレクサンドロブはこのことを明言してはいなレ。

122)日.A. KOJIeCHsKOB， OCHOBHbIe 9TaI1bI pa3BsTs兄 ceBepHO註06回目HbI，<<E)KeroえHsKI10arpap-
HO芸sCTOpsH>}， BbmycK VI， BOJIor .lla， 1976， CTp. 24. 

123) ¥17世紀の二iヒ戸ジアはー般的な七地割替を矢¥lらなかったoJ (日laoaHoBa，4aCTHOBJIa.n.eJIb可eCKa完
KpeCTbHHCKaH 06国sHa…， CTp. 65). 

124) H. B. YCTぬrOB，K Borrpocy 0 3eMeJIbHbIX rrepe.n.eJIax Ha pyCCKoM CeBepe B cepe.n.sHe 
XVII B叶<<l1cTopsQeCKH員 a予XI冊以 V，M.， 1950， CTp. 43-49. 

125) H. E. HOCOB， CTaHOBJIeHHe COCJIOBHO・rrpe.ll白aBsTeJIbHbIXyqpe)K.lle開設 BPOCCHs， M.， 1969， 
4aCTb III. 

126) KOJIeCHHKOB， YKa3. CT.， CTp. IG. 
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この農民の自由な土地処分は，国有地のと級所有者たる国家も認めていたのである。

国家が国有地農民の邑由な土地処分権の規制に乗り出すのは， 18世紀後半になって，全

国的な土地境界確定作業が始められてから127)であり，その際国脊地農民は， I不動産を他

人に対してであれ，相互にであれ，売却せず，担保に入れず，賠償や，さらに手形や借金

の支払いにも，当てではならなし、J，とされた12830 しかしこの禁令は必ずしも守られなか

った。それにこれは，勿論，土地割替とは直接関採がなかった。国有地における士地の割

替法， 特定地方の貧農層の土地均等割当要求に政府や地方当局が応える形で， 60年代か

ら棺別的に始められた129)。 しかしこれは， 害i替に反対する傑の逆の棟清や抵抗によって

しばしば失敗に終った130込書1替に対する富農君などの反対は 19世紀まで続くが131三政府

は 1797年の法令と 1798年， 1800年の勅令で， 国有地での土地割替を今や全国的に認め

ることにした132)。そしてその場合，コレスニコフによれば， I貧民たちが均等割普をおこ

なう共同体のなかに， (自分たちの〕完全な破滅からの教いをみたのに対して， 政府はそ

の致治的・財政的利益から共同体の制度の利用をもくろんだJ133)のであった。政府の「政

治的・財政的利主主j というのは，農村秩序の維持と財源の確保のことであるO

しかしここで一つ考えなければならないのは，貧農と政府がそれぞれに「完全な破滅か

らの救し、」と「政治的・財政的利益」確採の途を，何故土地割替の導入に見出したのか，

ということである。怠にはこれは，地主領で既に土地割替が広く行われていたことを無視

しては説明できないように患われる O 貧農たちは身近かにこのようなモデルがなくても，

破滅からの出口を土地割替に求めたで三うろうか? 国有地では完全な土地処分権，事実上

の土地所有権と個別所有に支えられて， 16世紀以来の農民の間の土地及び財産上の分化

が，貨幣商品経済の進展の下でさらに進んでいた184% そして， だからこそ貧農たちは完

全な破滅からの最後の出口を土地の均等割当に見出したのだ，というのがコレスニコフな

どの論理である 135% しかし貧農たち辻果して，地主鎮での土地割替慣行を知らなくても，

国有地における従来の土地慣行を根本的に修正する土地割替を着想し，かつ実現可能なも

のとして要求したであろうか136)。 また政府は， 同有地農村での秩序綾持や財源確保のた

め，土地処分権の制限以上のことを考ええたで、あろうか?私は，政府による土地割替承認

127) 1754年に着手されて中絶し， 1766年に再開されて 19世紀までかかったこの土地境界確定の作業
は，もともとは， 領主たちの強い要請によるものであったが， このことは 18世紀中葉以降の館
主主こちの営農への関心の高まり去ともに，一般的な土地不足の発生をも物語っているように思、われ
る。

1ロ28的)1託{OJIeCI沼f臨HKOB，YK偲a.C'τT. 
吉が的F汚]土地干科iヰi用一一均等土地割割t替の実現過在tにこつLい、て一一一寸J，Ir早稲LH政治経済学雑誌j¥，228号， 1971年，
pp. 109-11.を参照。

129)向上， pp. 117-18. 
130)向上， pp. 118-19; DywKapeB. YKa3. CO立， CTp. 215-16; J. Blum， Lord and Peasant in Rus-
sia from the Ninth to the Nineteenth Century， N. Y.， 1968， pp. 516-17. なお，立有地てJの
割替慣行普及期く18世紀蔀半〉にも，一部に割替実施に対する反対や拡抗があって， 紛争も起九
時にはこのため欝替が見送られた。 CM.B瓦OBHHa，3eMeJIbHble nepeλeJIbI…， CTp. 145-4o. 

131) KOJIeCHHKOB， YKa3. CT.， CTp. 23; Blum. op. cit.， p. 517. 
132) KOJIec郎防B，YKa3. CT.， CTp. 12. 
133) TaM 嵐広 CTp.20. 
134)これについては，上掲鈴木論文， pp. 98-100， 103-5.を参照。
135) KOJIeCHHKOB， YKa3. CT.， CTp. 20. 
136)北ロシアの国有地ばかりでなく，土地割替慣行の成立過程が最も純粋培養的にみられたとされる
シベリアの国有地につL、ても，ロシア人農民の出身地たるヨーロヅパ=ロシアの土地慣行，土地制
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政策の採用にも，地主鎮での土地割替!損行の存在が決定的な意味をもっていたと考える C

しかしこの場合政府の立場は， 会農-屠ほど単純ではなかった。 18世紀末に土地割替承認

政築をとってからも， 1836年にキセリョブが農民間題の責任者になるまで， 政府の立場

は動揺を続ける 137)。これは， 一般的にいえば， 国民経済発展の立場から農民にも自由な

経済活動を許すべきか138) それとも農村秩序の維持・治安の確保と財政・徴税の便立を

擾先させるべきか， の選択を致府は迫られていたからである。 しかし 19世紀のロシア史

を通じてしばしばみられるように，この場合にも，経済発展よりは治安の維持と行政の便

'立が結局は擾先させられた。 1829-31年大蔵大臣カングリンが，北部ロシア諸県の国有地

で，強い農民の抵抗を予想しながら，強制的な土地均等割替の実施に踏み切ったのは，国

有地農民の国税滞納に対する対策としてであり 139) また 30年代末以蜂， 菌有地の共同体

の機能強化・利用と農民への-f1t土地採障などの政策を強力に展開したキセ 1) ョフは，の

ちに次のように述べている。

「男子数による土地分配は， 農業のいかなる坂本的改善にも有害であるが， プロレタリ

アートを除去する点で、有利であり，従ってこれは，純粋に経済的な考患はこえたところで

決定されるべき問題である oJ14の

かくして立の考えは， B. n.夕、、ニーロフが引用しているI1.B.チェルヌイショフの次の
ような主張にかなち近いことになる C

「国家権力が F自由な』農民の土地での土地関係を規制しようととりかかったときには，

巨大領主の農奴制的経済と L、う既存の見本が存在していた……。

白自農民の土地においてかかる境行を確立するために……国家は『革命的なJ手設をと

ることをいとわなかった。国家は強権的に農民の土地での私的所有の関涼〈購買，販売，

相続，抵当〉を嘉I/:し，農民の土地を購入したものから-士地を奪うこどによって非農民的

な私的所在を侵古 L そうした後，このすべての土地(農民のものも，奪ったものも〉を

農民のあL、だで均等割替にあてたので、ある 0 ・・・・・・『土地ヘの権利』どは， ここでも， 国家

に対する労働義務，租税支払義務の裏返しにすぎなかったリ凶〉

しかし在、は，国有地の共同体における土地割苔について，チェノレヌイショフが述べてい

る側面と共に，このような土地割替にしばられながらも，共同体農民の毘には，実賢的な

土地・財産の分イL 即ち階層分化が存在し続けたこと，このことにも注意を払いたい。そ

!長の最多響は無視できないように思う O 逆に 16-17世紀にウクライナ人の再入植によって農地化され
たチェノレニゴフ，ポルダヴァ，そしてハリコフ尽の--却では， これらがIてド宋・ロシアtこ近いにもかか

わらず，土地割替'慣行はひろまらなかった。 Cf.Blum， op. cit， p. 552. 
137) CM. H. M. .uPY)KHHHH， rOCY，ll.apCTBeHHbIe KpecTb先日eH pe中opMan. 瓦.KHCeJIeBa， T. 1， 
M.-JI.， 1946， CTp. 95-96. 

l:38)アレクサンドル 1t止の時代(1801-25)， スベランスキーなどの改革派は， 共同体を農業発展への
悪影響ーの故に，廃止さるべきものとみなしていた。くW.B. Lincoln， Nicholas I. Emperor and 
Autocrat 01 All the Russias， Bloomington， 1978， pp. 191-92)また政府は， 1766-80年国有地
農民に欝俸地主からの土地購入を許していたが， 1801年には，農民の在まない土地の購入権を与え，
後には購入した土地の売却・抵当化・譲渡を認めた。土地購入権は 1823年法人としての共同体に
もなーえられた G さらに 1830年の法律は， 共同体員に工業施設の七地を?毎日当てることを許 Lたο
(KOJIeCHJ-IKOB， YKa3. CT叶 CTp.22-23) 

139)前掲鈴木論交， pp. 119-20; Blum， op. cit.， p. 517; KOJIeCHHKOB， YK83. CT.， CTp. 23. 

140) Blum， op. cit.， p. 514 f芳i]I 0 
141) B.口.夕、ニーロフ， J二掲訳書， p. '27所づL
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してそのような階層分化は，一般的には国有地ほどでないとしても，地主領にもみられた。

農民の関の貧富の差は， 保有地の貸措， 地主からの帯地， 村内及び出稼ぎの形での賃労

働，それに家内工業の経営や穀物取り引き，高利貸への進出など，様々の条件によって生

まれた。こうした点は， レーニンの衣鉢をつくやソヴェト史学が永年精力的に明らかにして

きたところである。土地割替は貧農たちに最低i衷(時にはそれ以下〉の土地を保障しなが

ら，農民一般，とくに富農たちの自由な経済活動を規制するものではなかった。そしてこ

れがある意味では，多くの抵抗をうけながら士地割替が結局定着し，かつ存続し持た理由

でもあった，と思われる。

ロシア農村共同体の土地割替慎行は，一方では貨幣・商品経済の発展からさらには資本

主義的関係の成立，他方ではロシア絶対主義の成立とその発展の時期に，さきにみたよう

な菌家と領主による激しい収奪と規制の強化に対する共同体制の対志として普及し始め，

確立したと L寸性搭をもっていたo アレグサンドロフもその著書の巻末で，私とは違う文

脈においてではあるが，農村への貨幣商品関係の浸透その抱の新しい条件に対する共同体

の適応能力を強調している142h ロシアの農村共同体がその土地割替密行とともに 20世

紀まで存続し，革命後も自らの存在を強く主張し得たのは一一一誤解を恐れずに怠えていえ

ば一ーそのく新しさ〉のためであって，く古さの〉のためではなし、。そしてそれでもなお，

近代ロシア(大ロシア)における共同体は，その重要性の故に，その由来と意義が古きに

さかのぼって関われなければならないとしても，その時にも関われるべきは単なるその

起源ではなく，その通時的な構造でなければならないであろう。この場合必要になるの

は，比稔的にいえば，語源研究ではなく，文法の研究なのである O

(1978年 10月28司成稿)

〔付記〕本編脱稿後，シャピロが14-17註紀の北ロシアの黒土=国有地の農民的土地所有

を扱った 1972年の共同執筆論文のなかで，聖搭所領における土地割替の問題にもふれ，私

の主張にかなり近い理解を示していることに気がついた。その一部を引用しておくと一一

「まだ未解決の困難な問題の一つは， ~ヒロシアにおける土地割替の発生であるが，土地部

替は黒土の農村へ聖俗領主と御料地の荘園からやってきたので，後者に自をむける必要が

あるO そこでは高い諸義務と土地放棄が，土地にJ;t.じた負担の賦謀から，負担に応じた土

地の割当への移行をもたらした。……農畏たちは負担のかかる保有地を縮少し，そのよう

にして負担をくのがれ〉ょうとしたが，地主法反対に，農民の労磁力と経捺力を計算し，

それに応じて農民の負担とそれがかかる保者地を大きくしようとした。……荘菌権力とミ

ール権力は各農民経営のく家族数と暮しぶり〉をたしかめ， それにあわせて， その負担

(通常. BhITh とその部分の形で……表現された)を決定した。保有地は BhIお単位の負

担に正確に対応しなければならなかった。……それ故， 荘閤ないしその部分の範囲内で，

土地のく積み上げ、〉とく積み下し〉が行われたoJ14め

142) AJleKcaH.n:poB. CeJlbCKaH 06ll1.HHa…， CTp. 318. 
143)互.11. PacKHH. 11.兄 φpo匁HOB，A.瓦.lllan沼po.0 $opMax可epHoroKpeCTb兄HCKoro3eMJle-
BJla江em硯 XIV-XVlIB B. <(日予06JIeMbIKpecTb匁HCKoro3eMJleBJla.l{eHI羽 HBHyTpeHHe負 nOJlH-

TsKs POCCss. ，UOOKT兄6pbCKs員nepsO)l.)>， JI.， 1972， CTp. 34. 
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The Land-Redistribution in Russian Rural Communes 

-A  Study on the Spread of the Practice-

Shigeto TORIYAMA 

Of recent years， the interest in rural communes has revived among Soviet scho-

lars， and some works， including those of V. A. Aleksandrov， have been published. 

But none of them give us a satisfactory explanation of the reason why， in noble 
estates and ecclesiastical ones， the practice of land-redistribution began to take firm 

root for a relatively short period from the late seventeenth to the mid-eighteenth cen-

tury. 1t is， perhaps， because many of them take， even as to the period in 号uestion，

the shortage of land in peasants' hands for granted. But， as N. P. Pavlov-Sil'vansky 
has once suggested， peasants under landlordism then su宜erednot from being under-

supplied with land， but from being overburdened with obligations to the landlord and 

the state， especially to the latter. Hence， they strongly inclined to evade or reduce 

these obligations， and even to evade or reduce the holding itself of the tenure burden-

ed wIth such obligations. 

In the present paper， the writer deals with the excessiveness of the burden， 

especial1y under the reign of Peter 1， and， by examining the cases of what is called 
， svalka舟avalkα，from the late seventeenth to the eighteenth century， throws a light 

upon the peasants' strong inclination towards reducing the burden and curtailing the 

tenure as such. The heavier is the burden， the more the rural communes， obliged 

collectively to both the state and landlord， had to try to maintain the e司uilibriumof 

the members' economic capacity and their burden. To such communes， frequent 

redistributions of both burden and tenure were indispensable in those years when 

peasants' flights from estate and their evasions of burden were especially frequent. 
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